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動物とのふれあいイベント等における衛生管理の徹底について 

 

 

 

 今般、札幌市内で開催されたイベントにおいて、5 名の方が腸管出血性大腸菌（O-157）

に感染し、その感染源として会場内の子牛が推定されました（別添１参照）。 

 これまでも、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年

法律第 114号）第 10条第 1項に規定する感染症の予防のための施策の実施に関する計

画に基づく必要な動物由来感染症対策の実施を要請してきたところですが、動物とのふ

れあいイベント等を実施する団体に対しては、衛生管理の徹底を図るよう改めて指導し

ていただきますようよろしくお願いします。 

なお、農林水産省から別添２のとおり通知が発出されていることを申し添えます。 

 

（参考資料） 

平成 18年度厚生労働科学研究特別事業  

ふれあい動物施設における動物由来感染症に関する研究  

「動物展示施設における人と動物の共通感染症対策ガイドライン 2003 追補版 ふれ

あい動物施設等における衛生管理に関するガイドライン」 
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